
■ 年末調整対象者の判定フロー 

 

「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているか 

  

年末に在職しているか 

 

 

 

① 死亡により退職した人 

② 著しい心身の障害のため退職した

人で、その退職の時期からみて、本

年中に再就職ができないと見込ま

れる人 

③ 12 月中に支給期の到来する給与の

支払を受けた後に退職した人 

④ パートタイマーとして働いている

人などが退職した場合で、本年中

に支払を受ける給与の総額が 103

万円以下である人（退職後本年中

に他の勤務先等から給与の支払を

受けると見込まれる場合を除きま

す。） 

⑤ 年の中途で海外への転勤のため非

居住者となった人 

 

 

 

 

  

主たる給与の収入金額が 2,000万円以下か  

 

 

年末調整の対象 年末調整の対象外 

【注意事項】 

１ 年末調整の対象とならない人は、自分で確定申告をして税額の精算をすることになりますから、期限までに住所地の

所轄税務署長に確定申告書を提出するよう指導してください。 

２ 確定申告をしなければならない給与所得者の範囲の詳細および確定申告期間については、別添 ダウンロードコン

テンツ「所得税の確定申告を行う方へのお知らせ」（本書 230 ページ）を参照してください。  

３ 外国人の労働者であっても、国内に住所を有するかまたは引き続いて国内に１年以上居所を有することにより居住

者となる人については、上記の表の区分により年末調整の対象となるかどうかを判定することになります。 

YES 

NO 

YES 

NO 

NO 

YES 

NO YES 

【該当者の例示】 

 １年を通じて勤務し

ている人 

 年の中途で就職し、

年末まで勤務してい

る人 

【該当者の例示】 

 災害により被害を受けて、

「災害被害者に対する租税

の減免、徴収猶予等に関す

る法律」の規定により、本

年分の給与に対する源泉所

得税および復興特別所得税

の徴収猶予または還付を受

けた人 

 ２か所以上から給与の支払

を受けている人で、他の給

与の支払者に「扶養控除等

申告書」を提出している人 

 月額表または日額表の乙欄

適用者 

 非居住者 

 日額表の丙欄適用者 


